
中野区から転出される方へ 
★新しい住所に 住み始めた日から１４日以内 に転入先の区市町村で転入の手続きをお願いします。 
 

方法➀窓口や郵送の転出届で 転出証明書 を受け取っている方 
持ち物：➀転出証明書・本人確認書類（運転免許証や資格確認書等） 

➁マイナンバーカード（お持ちの方） 
※転出証明書を紛失したときは、再交付の届出を行ってください。（国外転出の場合は、転出証明書はありません。） 

  

方法➁窓口またはマイナポータルで マイナンバーカード を利用した転出手続きをされた方 
持ち物： ➀マイナンバーカード （同一世帯で保有している方全員分お持ちください。） 

※転入先区市町村によっては土日祝日・夜間の時間帯だと受付できない場合がございます。転入先にご確認ください。 
 ※転出証明書を受け取っている場合は、必ず転出証明書も転入先にご提出ください。 

★転出を取りやめた場合は、中野区で転出取消の届出が必要です。転出証明書と本人確認書類をお持ちください。 
国外転出の場合、転出を取りやめる方全員分のパスポートをお持ちください。 

★転出届出後から転出予定日の前日までの間に、中野区の住民票を申請するときは、転出証明書と本人確認書類をお持ちください。 
（印鑑登録証明書を申請するときは、加えて印鑑登録証をお持ちください。） 

※方法➁の転出届をされた方は、転出証明書に代えてマイナンバーカードをお持ちください。 
★転出届出後は、コンビニでの住民票や印鑑登録証明書・税証明書交付サービスは利用できなくなります。 
  ※世帯の一部の方が転出した場合は、異動者の転出予定日までの間は、中野区に残る他の世帯員の方も同様に利用できません。 
★転入届が遅れると、簡易裁判所の判断により、最大５万円の過料がかかる場合があります。 

項  目 中 野 区 で の 手 続 き 新住所地での手続き 

印 鑑 登 録 

 

 
・転出(予定)日をもって、中野区での登録は廃止になります。 

必要な方は、転出先で新たに登録手

続きをしてください。 

マイナンバーカード 
 

・中野区でマイナンバーカードを申請中、または受取りがまだの方が区外に転出した
場合、カードの交付ができません。転出先で改めてご申請ください。 

・国外転出時にマイナンバーカードの継続処理をされた方が、国外から日本国内に

転入する場合、再度継続処理を行いますので、カードをお持ちください。国外転出
時に継続処理ができなかったカードをお持ちの場合は、日本国内でカードを再発
行する際にそのカードを返却することで、再発行手数料が無料になります。 

・転出先区市町村によっては、カードを使って利用できるサービスの内容が異なる場
合がございます。詳しくは転出先でご確認ください。 

転入届出日から９０日以内に継続処理
の手続きを行ってください。ただし、転
出（予定）日から３０日以内かつ転入

日から１４日以内に転入届を行わなか
った場合は、マイナンバーカードが失
効するため、継続処理できません。継

続処理できずカードが失効し再発行
する場合、有料再発行となります。 

国 民 健 康 保 険 

 

 

 

 

 

 

 

・転出(予定)日（国外転出の場合はその翌日）に中野区での資格はなくなりますので

中野区の資格確認書はお返しください。返却せず転出後に中野区の資格確認書を

使用した場合、中野区が負担した医療費を後日お返しいただきます。 

・転出日（国外転出の場合はその翌日）以降に発生した療養費、出産育児一時金、葬

祭費などについて、中野区国保の給付は受けられません。 

・口座振替をしている世帯の世帯主や口座名義人の方が一部転出し、残る世帯に国

保加入者の方がいる場合は、口座振替の変更等の手続きが必要です。        

国保収納係（２階８番窓口）へご相談ください。 

・保険料は再計算して後日お知らせします。現在、保険料の未納がある方は滞納整理

係（２階９番窓口）へご相談ください。 

転出先で新たに加入手続きをしてくだ

さい。 

介 護 保 険 

・転出(予定)日（国外転出の場合はその翌日）をもって、中野区での資格はなくなりま

すので、中野区の保険証はお返しください。 

・保険料は再計算して、後日お知らせします。保険料の未納がある方は、介護資格保

険料係（３階４番窓口）へご相談ください。 

 

中野区で受けた要支援・要介護認定

の結果のある方は、転出(予定)日から

１４日以内に、転出先の介護保険窓口

で手続きをすると、現在の介護度の引

継ぎができます。 

 

・転出先が老人ホーム等の施設の方は、高齢者総合窓口（３階４番窓口）へ

ご相談ください。 

 
国 民 年 金 

 
 

・ 国内での転出届の際に必要な手続きはありません。 

・ 国外転出の場合、出国（予定）日の翌日に、国民年金第１号被保険者の資格はなく

なります。前納された保険料は還付されます。 

・国外転出後も保険料の納付を希望する方は、任意加入の手続きが必要です。 

詳しくは、国民年金係（２階１０番窓口）へご相談ください。 

・転出先で確認してください。 

・住民登録地と年金上の住所が違う

方、不明な方は、転出先の年金事務

所で確認してください。 
裏面もあります 

【  住 民 記 録 係】 
区役所 ２階  

０３－３２２８－５５００ 
０３―３２２８－５４２３ 

【 戸籍住民課コールセンター】 
区役所 ２階  

０３－３２２８－５５０６ 

【国保収納係】 
区役所 ２階 ８番窓口 
０３－３２２８－５５０７ 

【国保給付係】 
区役所 ２階 ７番窓口 
０３－３２２８－５５０８ 

【資 格 賦 課 係】 
区役所 ２階 ６番窓口 
０３－３２２８－５５１１ 

【高 齢 者 総 合 窓 口】 
区役所 ３階 ４番窓口 

０３－３２２８－６５３７ 

【国民年金係】 
区役所 ２階 １０番窓口 

０３－３２２８－５５１４ 

【滞納整理係】 
区役所 ２階 ９番窓口 
０３－３２２８－５５０９ 



項  目 中 野 区 で の 手 続 き 新住所地での手続き 

 
後期高齢者医療保険 

 

・転出(予定)日（国外転出の場合はその翌日）をもって、中野区での資格はなくなりま
すので、資格確認書はお返しください。なお、保険料は再計算して、後日お知らせし
ます。 

・転出先が都外の方… 
「後期高齢者医療負担区分等証明書」をお受け取りください。 

・制度加入前に被用者保険の被扶養者であった方、障害認定・特定疾病認定を受け
ている方は、認定証明書をお受け取りください。 

転出先で新たに加入手続きをしてくだ

さい。 

各障害者手帳・ 

各種医療費助成 

・手帳の種類・医療費助成・利用中のサービスは、転出される自治体で必要な手続き

が異なります。 

・転出先が都内の場合 

→転出先での住所変更・申請手続

きをしてください。 

・転出先が都外の場合 

→身体障害者手帳は住所変更、愛

の手帳・精神障害者保健福祉手

帳は新手帳作成の手続きをして

ください。 

・各種医療費助成・サービスは自治体

により異なりますので、申請に必要

なものを事前にご確認ください。 

・各種手帳（身体障害者手帳・愛の手帳・精神障害者保健福祉手帳）、 
自立支援医療受給者証（更生・精神通院）、○障 受給者証 
→ 区役所３階5 番窓口にお問い合わせください。 

・転出先が都内の場合「○障 受給者証交付状況連絡票」をお受け取りください。 

・○都 医療券 → 区役所３階5 番窓口にお問い合わせください。 

・各種制度利用に必要な住民税課税（非課税）証明書の取得をおすすめします。 

児童手当 ・児童手当は転出予定日をもって、中野区での受給資格がなくなります。 

※受給者が児童と別居される場合は、子ども総合窓口でお手続きをなさるか左記窓

口までお問い合わせください。 

次の期間内に転出先の自治体で申請

手続きをしてください。 

手続きが遅れると、手当が受けられな

い月が発生する場合があります。 

児童手当…中野区の転出予定日の翌

日から１５日以内 

児童育成（障害）手当…中野区の転出

日の翌日から１５日以内※都内のみの

制度 

児童扶養手当・特別児童扶養手当…

中野区の転出日から１５日以内 

ひとり親等手当 ・児童扶養手当・児童育成（障害）手当・特別児童扶養手当を受けている方は、転出日

を持って中野区での受給資格がなくなります。左記窓口で転出のお手続きをなさる

か、お問い合わせください。 
※児童のみ転出する場合は左記児童手当係までご相談ください。 

 
 

○親ひとり親家庭等医療証 

・○乳○子○親 ○青 医療証は転出先での転入日の前日(国外転出の場合は転出日)を

もって、中野区での資格はなくなりますので、医療証はお返しください。  転出後に中

野区の医療証を使用した場合、中野区が負担した医療費を後日お返しいただきま

す。 

区市町村によって制度が異なるため、

転出先の自治体にご確認ください。 

区立の小・中学校 

 

・「在学証明書」と「転学児童(生徒)教科用図書給与証明書」を通学していた学校で

受け取ってください。 

・引き続き中野区立の学校への通学を希望する方は、学事係（７階）へご相談くださ

い。 

在学証明書と転学児童（生徒）教科用

図書給与証明書をお持ちになり、手続

きしてください。 

原付バイク（125cc 以下） 

ミニカー 

・廃車手続きをするか転出先の区市町村で新たな登録手続きをしてください。詳しく

は、諸税係へお問い合わせください。 

・国外へ転出される方は、標識交付証明書、ナンバープレートをお持ちになり廃車手

続きをしてください。 

廃車申告受付書または中野区のナン

バープレート・標識交付証明書をお持

ちになり手続きをしてください。 

住 民 税 

（特別区民税・都民税） 

・本年１月１日現在中野区にお住まいで住民税の申告をしていない方は、課税係で申告してください。 

申告していないと、引越し先で税証明が必要になったときに、すぐにお取りになれないことがあります。 

税証明は、必要とする年度の１月１日にお住まいの区市町村で交付します。 

・本年１月１日に中野区にお住まいの方は、その後転出されても中野区に住民税を納付していただくことになります。 

・住民税の未納額がある方は納税係へご相談ください。 

・国外へ転出される方は、課税係で納税管理人の申告手続きをしてください。 

＜国外転出された方へ＞ 
◆ 国外から日本国内に転入する際は ①パスポート（入国時の日付印のあるもの・転入する方全員分）②戸籍謄本または抄本 ③戸籍の附票 

④（お持ちの方は)マイナンバーカードをお持ちになり、新住所地で国外転入の手続きをしてください。 
◆ 在外選挙人名簿の登録について・・・日本の国政選挙の投票を行うためには、在外選挙人名簿への登録が必要となります。国外転出届出後、国外転出予

定日までに中野区選挙管理委員会へ申請する登録方法（中野区の選挙人名簿に登録がある方）と国外へ転出後、その居住地区を管轄している在外公

館へ申請する登録方法（在留届の提出と同時にできます）があります。ご不明な点は、お問い合わせください。 

                       【中野区選挙管理委員会】区役所８階 電話０３－３２２８－５５４１ 
      中野区役所   〒１６４－８５０１ 東京都中野区中野４－１１－１９    TEL ０３（３３８９）１１１１（代表）     

【高齢者総合窓口】 
区役所 ３階 ４番窓口 

０３－３２２８－８９４４ 

【障害福祉相談窓口】 
区役所 ３階 5番窓口 

 ０３－３２２８－８９５６ 

【 子 ど も 総 合 窓 口 】
区役所 ３階１番窓口 

０３－３２２８－５４８４ 

 

【 子 ど も 総 合 窓 口 】
区役所 ３階１番窓口 

児童手当係 ０３－３２２８－８９５２ 

○乳○子○青 医療証 
○親 ひとり親家庭等医療証 

【 子 ど も 総 合 窓 口 】 
区役所 ３階１番窓口 

子ども医療助成係 ０３－３２２８－３２５３ 

【学 事 係】 
区役所 ７階 

０３－３２２８－５４５９ 

【諸 税 係】 
区役所 ２階１１番窓口 

０３－３２２８－８９０８ 

【課 税 係】 
区役所 ２階１１番窓口 

０３－３２２８－８９１３,０３－３２２８－８９１７ 

【納 税 係】 
区役所 ２階１１番窓口 

０３－３２２８－８９２４ 

令和７年６月 


